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第 6 6 回  税 理 士 試 験  酒 税 法 

 

●はじめに 

今年度の本試験は、難易度は高くなく、ボリュームも少なかったため、合格ラインは高くなることが予想

される。 

まず、第一問の理論問題については、１題形式でＡランク理論である未納税移出と未納税引取が出題され

たため、高得点を狙うことは十分可能である。 

次に、第二問の計算問題については、昨年度に引き続き、酒類の判定と税額計算が１題形式で出題された。

酒類の判定については、基本事項中心に出題されており、全問正解を狙うことは十分可能である。また、税

額計算についても、一部を除き、基本事項中心の出題であったため、高得点を狙うことは十分に可能である。 

理論問題で確実に得点を重ね、かつ、計算問題でケアレスミスをいかに防ぐことが出来たかがポイントに

なると思われる。 

 

Ｚ－66－Ｇ〔第一問〕解 答 

酒税法において、納税義務の成立した酒税について、法定の理由がある場合に一定の条件の下でその酒税

が免除される制度がある。 

この制度に関して次の各問いに答えなさい。 

(1) 酒税法第28条（未納税移出）及び酒税法第28条の３（未納税引取）の制度が設けられている趣旨につい

て述べなさい。 

(2) 酒税法第28条の３（未納税引取）の規定を適用するために必要な酒税法上の手続について述べなさい。 

(3) 酒税法第28条の３（未納税引取）において、どのような場合に未納税引取の規定の適用を受けることが

できるか述べなさい。 

 

(1) 酒税法第28条（未納税移出）及び酒税法第28条の３（未納税引取）の制度が設けられている趣旨（10点） 

① 未納税移出の趣旨 

酒類が製造場から移出されるときは、原則として、酒税の納税義務が発生することになるが、一旦製造

場から移出された酒類であっても、直ちにそれが消費面に流れず、他の酒類の原料として使用されるよう

な場合がある。このように、まだ消費のための流通過程に入らない段階において酒税を課税することは、

消費税本来の建前から好ましくないため、移出時課税の原則に対して例外規定を設け、酒類を法定の手続

に従ってその製造場から移出するときは、その移出した酒類に対する酒税を免除することにしている。 

② 未納税引取の趣旨 

酒類が保税地域から引き取られるときは、原則として、酒税の納税義務が発生することになるが、一旦

保税地域から引き取られた酒類であっても、直ちにそれが消費面に流れず、他の酒類の原料として使用さ

れるような場合がある。このように、まだ消費のための流通過程に入らない段階において酒税を課税する

ことは、消費税本来の建前から好ましくないため、引取時課税の原則に対して例外規定を設け、酒類を法

定の手続に従って保税地域から引き取るときは、その引き取った酒類に対する酒税を免除することにして

いる。 
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(2) 酒税法第28条の３（未納税引取）の規定を適用するために必要な酒税法上の手続（10点） 

① 原則手続（法28の３②⑥） 

税関長は、未納税引取の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、そ

の酒類が所定の引取場所に引き取られたことについてのその場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提

出すべきことを命じなければならない。 

なお、未納税引取の承認を受けて引き取った酒類について、税関長の指定した期限内にその証明書の提

出がないときは、直ちにその酒税を徴収する。 

② 亡失手続（法28の３⑦） 

未納税引取の承認を受けて引き取った酒類を所定の引取場所に移入する前に、災害その他やむを得ない

事情により亡失した場合において、その亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に亡失の事実を届け出

て、その税務署長から亡失証明書の交付を受けたときは、その証明書は、①に規定する証明書に代えて用

いることができる。 

(3) 酒税法第28条の３（未納税引取）において、どのような場合に未納税引取の規定の適用を受けることがで 

きるか（10点） 

酒類製造者が、次のそれぞれに掲げる酒類を保税地域から次のそれぞれに掲げる場所に引き取ろうとする

場合において、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、その引取りに係る酒税を免除す

る。 

① 酒類製造者が酒類の原料とするための酒類……当該酒類をその原料とする酒類の製造場 

② 酒類製造者が製造した酒類で輸出されたものをその輸出の日から１年以内にその酒類の製造場へ引き

取るためのもの……当該酒類の製造場 

③ 酒類製造者が製造した酒類と混和して更に移出することが明らかな酒類で自己の酒類の製造場へ引き

取るためのもの……当該酒類の製造場 

(4) 用語の意義 

酒類製造者とは、酒類の製造免許を受けた者をいう。 

 

 

▶
予想配点

◀
 

解答中に記載してあります。 

 

▶
合格ライン

◀
 

28点が合格確実ライン、26点がボーダーラインになると思われる。 
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Ｚ－66－Ｇ〔第二問〕解 答 

品目及びその判定理由 

商品名 品 目 判  定  理  由 

Ａ 

判定理由と 

併せて３ 

果実酒  果実及び果糖を原料として発酵させたものは、アルコール分が15度未満で、果糖

を使用しており、果糖の重量(150㎏×１＝150㎏)が果実に含有される糖類の重量 

(250㎏)を超えていないため、果実酒に該当する。 

 当該果実酒に原料用アルコール、ぶどう糖、香味料及び炭酸水を加えたものは、

補酒割合が10％以下であり、アルコール分が15度未満で、果糖及びぶどう糖を使用

しており、ぶどう糖の重量(60㎏)が製成酒類の重量の10％(1,700㎏×10％＝170㎏)

を超えていないため、果実酒に該当する。 

 

補酒割合＝              (9.6％) 

 

Ｂ 

判定理由と 

併せて３ 

清 酒 

 

 

 米、米こうじ及び水を主原料として発酵させてこしたものは、アルコール分が22

度未満であり、副原料の重量(30㎏＋250ℓ×60度÷0.95×0.8157＝158.794㎏)が米

の重量の50％((350㎏＋50㎏)×50％＝200㎏)を超えていないため、清酒に該当す 

る。 

Ｃ 

判定理由と 

併せて３ 

ビール 麦芽、ホップ(フムロン)及び水を主原料として発酵させたものは、アルコール分

が20度未満であり、副原料の重量(500㎏＋500㎏＝1,000㎏)が麦芽の重量の50％ 

(2,000㎏×50％＝1,000㎏)を超えていないため、ビールに該当する。 

Ｄ 

判定理由と 

併せて３ 

ウイスキー 

 

 

 

前段の酒類は、発芽させた穀類及び水によって穀類(麦)を糖化、発酵させたアル

コール含有物を蒸留したもので、留出時のアルコール分が95度未満であるため、ウ

イスキーに該当する。 

後段の酒類は、連続式蒸留機による蒸留酒で、アルコール分が36度以上45度以下

であるため、スピリッツ(連続式蒸留スピリッツ)に該当する。 

ウイスキーにスピリッツ及び水を加えたものは、原酒割合が10％以上であるた

め、ウイスキーに該当する。 

 

原酒割合＝              (11.7％) 

 

Ｅ 

判定理由と 

併せて３ 

甘味果実酒 果実及びぶどう糖を原料として発酵させたものは、アルコール分が15度未満で、

ぶどう糖を使用しており、ぶどう糖の重量(60㎏×１＝60㎏)が果実に含有される糖

類の重量(60㎏)を超えていないため、果実酒に該当する。 

当該果実酒に砂糖を加えて発酵させたものは、アルコール分が15度以上であるた

め、果実酒に該当しない。甘味果実酒に該当する。 

※ 下線部分を｢ぶどう糖及び砂糖の重量(60㎏＋20㎏×1.05＝81㎏)が果実に含有

される糖類の重量(60㎏)を超えているため、｣と解答してもよい。 

Ｆ 

判定理由と 

併せて３ 

発泡酒 麦芽、ホップ(ルプリン)及び水を主原料として発酵させたものは、副原料の重量

(400㎏)が麦芽の重量の50％(700㎏×50％＝350㎏)を超えているため、ビールに該

当しない。麦芽を原料の一部とした酒類で発泡性を有しており、アルコール分が20

度未満であるため、発泡酒に該当する。 

30ℓ×50度 

1,000ℓ×14度＋30ℓ×50度 

400ℓ×60度 

400ℓ×60度＋4,000ℓ×45度 
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商品名 品 目 判  定  理  由 

Ｇ 

判定理由と 

併せて３ 

雑 酒 単式蒸留機による蒸留酒にくえん酸及び水を加えかし樽に貯蔵したものは、エキ

ス分が２度未満で、アルコール分が26度未満であり、かし樽に１年以上貯蔵したも

のではなく、着色又は着香もないため、単式蒸留しょうちゅうに該当する。 

なお、なつめやしの実は、果実に該当しない。 

その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するものは、合成清酒の主原料として

砂糖等を加えたしょうちゅうの使用は認められていないため、合成清酒に該当しな

い。エキス分が２度以上の醸造酒であるが、アルコール以外の酒類を原料の一部と

しているため、その他の醸造酒にも該当しない。雑酒に該当する。 

Ｈ 

判定理由と 

併せて３ 

スピリッツ  ビールを蒸留したものは、ホップを使用しているため、ウイスキーに該当しない。

エキス分が２度未満の蒸留酒であるため、スピリッツに該当する。 

当該スピリッツにホップエキス、レモン果汁及び炭酸水を加えたものは、エキス

分が２度未満の混成酒であるため、スピリッツに該当する。 
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① 適用税率 

品 目 商品名等 計  算  過  程 

税 率 

（円／㎘） 

果実酒 Ａ その他の発泡性酒類 80,000 

清 酒 Ｂ 

 

120,000 

ビール Ｃ 

 

220,000 

ウイスキー Ｄ 200,000円＋10,000円×(45度－20度)＝450,000円 450,000 

甘味果実酒 Ｅ 120,000円＋10,000円×(15度－12度)＝150,000円 150,000 

発泡酒 Ｆ 

麦芽比率  

 

           (63％)≧50％ 

 

220,000 

雑 酒 Ｇ みりん類似以外 220,000 

スピリッツ Ｈ 

 

 

370,000 

700㎏ 

700㎏＋400㎏＋10㎏ 
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② 課税標準数量 

品 目 商品名等 計  算  過  程 

課税標準数量 

（㎖）

果実酒 Ａ 

(1) 1.8ℓ×250ケース×６本＝2.7㎘ 

（注）食品表示法の規定による酒類の収去は、非課税であるた

め、課税されない。１ 

（2) 税率の特例の判定 

   前年度実績 

  1,400㎘＞1,300㎘ ∴ 適用なし。１ 2,700,000 

清 酒 Ｂ 

(1) 0.72ℓ×2,000ケース×20本＋0.5ℓ×600ケース×24本 

＝36㎘ 

（注）従業員の過失による製造場内での酒類の滅失は、移出に

該当しないため、課税されない。１ 

（2) 税率の特例の判定 

① 前年度実績 

1,100㎘≦1,300㎘ 

② 当月分の適用枠 

200㎘－180㎘＝20㎘ 

③ 当月分の税率の特例 

36㎘＞20㎘ 

 ∴ 20㎘（特例） 

   36㎘－20㎘＝16㎘（通常） 

20,000,000 

16,000,000 

ビール Ｃ 

(1) 1.8ℓ×200ケース×６本＋0.35ℓ×100ケース×24本 

 ＋0.35ℓ×30本＝3.0105㎘ 

（注）公的機関主催の品評会に対する酒類の送付は、移出に該

当するため、課税される。１ 

（2) 税率の特例の判定 

① 前年度実績 

1,050㎘≦1,300㎘ 

② 当月分の適用枠 

200㎘－100㎘＝100㎘ 

③ 当月分の税率の特例 

3.0105㎘≦100㎘ ∴ 3.0105㎘ 3,010,500 

ウイスキー Ｄ 

(1) 課税標準たる数量 

1.8ℓ×100ケース×６本＝1.08㎘ 

（2) 輸出免税の適用を受けようとする数量   

 1.8ℓ×500本＝0.9㎘ 

（3) 課税標準数量 

(1)－(2)＝0.18㎘ 180,000 

甘味果実酒 Ｅ 0.3ℓ×3,000ケース×30本＝27㎘ 27,000,000 

発泡酒 Ｆ 

(1) 0.72ℓ×500ケース×20本＋0.72ℓ×2,100本＝8.712㎘ 

（注）販売促進のための酒類販売業者に対する酒類の無償提供

は、移出に該当するため、課税される。１ 

（2) 税率の特例の判定 

   麦芽比率が50％以上であるため、適用なし。１ 

 

8,712,000 

雑 酒 Ｇ 

２ℓ×300ケース×６本＋１ℓ×7,000ケース×６本 

＋２ℓ×200本＝46㎘ 

（注）在日アメリカ大使館に対する酒類の送付は、移出に該当す

るため、課税される。１ 

 

46,000,000 

１ 
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品 目 商品名等 計  算  過  程 

課税標準数量 

    （㎖）

スピリッツ Ｈ 

0.3ℓ×800ケース×24本＋0.3ℓ×50本＝5.775㎘ 

（注）製造場見学者に対する酒類の試飲は、移出とみなされて課税 

される。１ 

5,775,000 

 

③ 課税標準数量に対する酒税額 

品 目 商品名等 計  算  過  程 

酒 税 額 

（円）

果実酒 Ａ 80,000円×2.7㎘＝216,000円 ５  216,000 

清 酒 Ｂ 

120,000円×20㎘＝2,400,000円 

2,400,000円×90％＝2,160,000円（特例） 

120,000円×16㎘＝1,920,000円（通常） 

５ 2,160,000 

1,920,000 

ビール Ｃ 

220,000円×3.0105㎘＝662,310円 

662,310円×85％＝562,963円 ５  562,963 

ウイスキー Ｄ 450,000円×0.18㎘＝81,000円 ３   81,000 

甘味果実酒 Ｅ 150,000円×27㎘＝4,050,000円 ３ 4,050,000 

発泡酒 Ｆ 220,000円×8.712㎘＝1,916,640円 ４ 1,916,640 

雑 酒 Ｇ 220,000円×46㎘＝10,120,000円 ３ 10,120,000 

スピリッツ Ｈ 370,000円×5.775㎘＝2,136,750円 ３ 2,136,750 

   

酒税額の合計額 23,163,353 円 
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④ 控除を受けようとする酒税額 

品 目 商品名等 計  算  過  程 

控除を受けよう

とする酒税額 

（円）

スピリッツ Ｄ 

原料使用控除 

(1) 税 率 

  200,000円＋10,000円×(45度－20度)＝450,000円 

(2) 原料使用数量 

 ４㎘ 

(3) 控除税額 

  450,000円×４㎘＝1,800,000円 

 

 

３  1,800,000 

 

 

 

甘味果実酒 Ｅ 

戻入控除 

(1) 税 率 

  150,000円 

(2) 戻入数量 

  0.3ℓ×20本＝0.006㎘ 

(3) 控除税額 

  150,000円×0.006㎘＝900円 ３     900 

   

酒税額の合計額 1,800,900 円 

 

⑤ 納付すべき酒税額 

計  算  過  程 

納付すべき酒税額 

（円）

23,163,353円－1,800,900円＝21,362,453円→21,362,400円（100円未満切捨） 21,362,400 円 

 

▶
解答への道

◀
 

商品Ｄに関する税額控除については原料使用控除の対象となるが資料が不足しているため合否に影響はないと

思われる。 

▶
予想配点

◀
 

解答中に記載してあります。 

▶
合格ライン

◀
 

商品Ｄに関する税額控除以外の項目で、ケアレスミスなく、どれだけ正解出来たかがポイントになる。 

なお、65点が合格確実ライン、62点がボーダーラインになると思われる。 

▶
おわりに

◀ 

93点が合格確実ライン、88点がボーダーラインになると思われる。 

 



夏の就職イベント

7

入会金
￥10,000免除券

「勉強時間をどう捻出しよう…」「税法科目の選択に迷っている…」など、これから税理士試験にチャレ
ンジしようと考えている方もすでに学習を始めている方もそれぞれに不安を抱えていると思います。そ
んなみなさんのご相談を経験豊富なTAC講師・ライセンスアドバイザーがお電話にて承ります。独学の
方や他の専門学校で学習中の方も、お気軽にご利用ください。
各校舎の電話学習相談の担当講師につきましては、TAC税理士講座ホームページにて公表します。

電話学習相談

▲

講師による電話学習相談！

▲

ライセンスアドバイザーによる これから始める「税理士」相談ダイヤル

関東地区
下記の日程で実施いたします。会計科目と税法科目で電話番号が
異なりますので、ご注意ください。

8/20土～ 9/4日
〈会計科目〉 ☎03-5276-4021

〈税法科目〉 ☎03-5276-4023

平日 18：00～ 20：00
土日 14：00～ 16：00

参加無料

予約不要

税理士受験を検討されている方に、ＴＡＣの各コースやフォロー制度
などをご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

7®0120-509-770
ご利用の方に特典進呈！

平日 9：30～ 19：00
土日祝 9：30～ 18：00
※お盆期間中は短縮営業となります。

就職イベント
詳細は右記で
確認 !

1 簿記・税理士受験生のための
就職ガイド 2016 summer 3 LINEで就職イベント情報ゲット!

ID検索：@tacpro2 TACプロフェッションバンクHP
http：//tacnavi.com/

関東地区以外
P.2（右下）個別学習相談会の実施日の実施時間帯に、下記の番号までお電話ください。

札幌校 ☎011-242-4497　仙台校 ☎022-266-7222
名古屋校 ☎052-586-5229　京都校 ☎075-351-2038
梅田校 ☎06-6377-4168　なんば校 ☎06-6211-1426
神戸校 ☎078-241-5082　広島校 ☎082-224-3355
福岡校 ☎092-724-6162

学習中の方は
こちら!

初学者の方は
こちら!

東京 名古屋 大阪

2016年8/14日
TAC広島校
  13：00～15：30

受付開始12：30/受付締切15：00

広島

〈無料セミナー〉
会計事務所

就職対策セミナー

2016年8/11木㊗
TAC名古屋校
18：30～ 20：00

2016年8/11木㊗
TAC梅田校

13：00～ 14：30

2016年8/11木㊗
TAC新宿校／水道橋校

15：00～16：30

〈無料就職イベント〉
簿記・税理士
受験生のための
就職説明会

2016年8/12金
TAC名古屋校
18：00～20：30

受付開始17：30/受付締切20：00

2016年8/12金
ベルサール東京日本橋B2

  13：00～16：00
受付開始12：30/受付締切15：30

2016年8/13土
梅田センタービルB1
梅田クリスタルホール

  13：30～16：00
受付開始13：00/受付締切15：30

同日実施〈無料セミナー〉

 「会計事務所まるわかりセミナー」＋ランチセッション
〔会場〕ベルサール東京日本橋 5F
8/12金10：00～ 12：50（入場11：00まで）

自分に合った
法人・事務所を
見つける

参加者アンケートに回答すると
TPB特製Quoカードプレゼント!

チャンス！

9/16㊎まで http://www.tac-school.
co.jp/soudan02.htmlにて利
用方法をご確認ください。

メールでの相談もOK!

※�多くの方にご利用いただくために、1回のご相談は20分を目安と
させていただきます。

※機種によっては読み取れない場合がございます。


